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納税地はどこ？

Q:本社を移転しましたが、移転先には類

似商号があるため、本店の登記は変更せず、

営業だけを移しました。

この場合、申告はどこにすればよいでしよ

うか。

A:原則として、今までどおり、本店所在

地の所轄税務署に申告します。

【解説】

法人税に関する申告、申請、届出、納付等

は、原則として納税地を所轄する税務署長に

対して行います。

納税地とは、会社の場合には本店所在地を

指し、本店は登記簿上の所在地によります。

したがって、ご質問の場合のように営業だ

けを他に移しても本店の登記は動かしていま

せんので、今まで通りの納税地でよいことに

なります。

なお、会社の本店が単なる名目上のもので、

会社の事業又は資産の状況からみて、法人の

納税地として不適当であると認められる場合

には、その納税地の所轄国税局長は、その法

人税の納税地を指定することができることに

なっています。

ご質問の場合、原則としては本店登記され

た所在地が納税地になりますが、その実態か

ら納税地の指定がなされたときは、その指定

された納税地の所轄税務署長に対して申告、

納税等をしなければならないことになります。


